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よき経営者をめざすものの団体
東法連提唱「社会貢献」一人ひとりの力は小さくても
みんなの自覚をもって一人ひとつできることから

荻窪法人会

荻窪税務署の桜（天沼3丁目）
荻窪周辺シリーズ

O G I K U B O H Ō J I N K A I

荻窪法人会は荻窪税務署管内の法人企業の有志が集う会です
法人会は“よき経営者をめざすものの団体”がスローガンですが“地域に根ざした社会貢献”にも力を注いでいます
この荻窪法人会の広報誌はどなたでも無料購読できます
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3 平成30年度 会員増強運動月間を終えて

◎ 水島隆明　組織委員長

4 新入会員研修（歓迎）会

◎ 小竹良夫　公益社団法人 荻窪法人会会長
◎ 水島隆明　組織委員長
◎ 多田英里　荻窪税務署副署長

7 新入会員研修会に出席された方々

10 ［平成30年度］各ブロックの春季研修会レポート
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14 健康セミナー

16 平成31年 公益社団法人荻窪法人会 特別講演会

元宮崎県知事・前衆議院議員
東国原英夫 講演会 「ピンチをチャンスに」

18 税制委員会より

20 平成31年税制セミナーの参加報告
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・第11,12,13,14,15支部
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・平成31年新春特別講演会
・青年部会
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よき経 営 者をめざすものの団 体  それが法 人 会です

正しい税知識を身につけたい。もっと積極的な経営をめざしたい。社会のお役に立ちたい。そんな経営者の皆さんを支
援する全国組織、それが法人会です。現在、約80万社の会員企業、41都道県に442の単位会を擁する団体として大
きく発展しています。あなたに近く、社会と広く。どこまでも人を中心に、さまざまな活動を展開する法人会。税のオピ
ニオンリーダーとしての貢献はもとより、会員の研鑽を支援する各種の研修会、また地域振興やボランティアなど地域
に密着した活動を積極的に行っています。健全な納税者の団体、よき経営者をめざすものの団体…これが法人会です。

表紙イラストについて

【荻窪税務署の桜】
荻窪周辺シリーズ

今年移転する荻窪税務署庁舎の桜。毎年大きな桜
が花を咲かせ荻窪の名所となっていた。移転しても
桜は残ることを祈る。
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ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

平
成
3 0
年
度

会
員
増
強
運
動
を
終
え
て

水
島
隆
明 

組
織
委
員
長

組
織
委
員
会

組 織 委員会とは、未 加 入 法 人ヘ の 会員増 強 運 動 推 進のために、各ブロック・支 部・部 会 から推 薦された役 員が 勧 奨 活 動する委員会です。

荻
窪
法
人
会
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま

し
て
は
日
ご
ろ
よ
り
組
織
委
員
会
の
活
動

に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
︒11
月
・
12
月
の
会
員
増
強
月

間
で
は
14
会
員
の
入
会
で
し
た
が
︑年
間

目
標
の
86
会
員
増
強
に
対
し
て
こ
れ
ま
で

43
会
員
の
方
々
に
入
会
い
た
だ
き
︑50
％
の

達
成
率
と
な
り
ま
し
た
︒加
入
率
は
稼
動

法
人
数
2
8
2
2
に
対
し
て
74
・
8
％
の

加
入
率
と
な
り
︑変
わ
ら
ず
高
い
組
織
率

を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
︒ご
入

会
い
た
だ
い
た
皆
様
と
ご
紹
介
い
た
だ
き

ま
し
た
会
員
の
皆
様
に
重
ね
て
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
︒

昨
年
度
か
ら
組
織
委
員
会
で
は
“
来
た

く
な
る
法
人
会
”
を
合
言
葉
に
活
動
を
続

け
て
お
り
ま
す
︒会
員
増
強
功
労
報
奨
金

の
見
直
し
に
よ
り
︑今
年
度
は
退
会
防
止

事
業
を
推
進
し
た
一
年
と
な
り
ま
し
た
︒一

昨
年
度
延
べ
20
回
だ
っ
た
各
支
部
の
退
会

防
止
事
業
は
今
年
度
延
べ
29
回
を
数
え
ま

し
た
︒支
部
単
体
だ
け
で
な
く
︑複
数
支
部

に
よ
る
実
施
な
ど
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
た

だ
き
実
施
回
数
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま

し
た
︒あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒別
途
ご

報
告
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
︑第
11
支
部

か
ら
15
支
部
の
合
同
に
よ
る
荻
窪
ま
ち
歩

き
会
が
実
施
さ
れ
る
と
お
伺
い
し
て
お
り

ま
す
︒今
後
も
こ
う
し
た
様
々
な
工
夫
を

活
か
し
て
支
部
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
︒

年
度
当
初
に
目
標
と
し
た
全
支
部
で
の

役
員
会
実
施
は
今
年
度
も
残
念
な
が
ら
達

成
は
厳
し
い
見
込
み
で
す
が
︑先
日
の
理
事

会
で
支
部
統
合
も
決
ま
り
ま
し
た
の
で
︑

来
年
度
は
全
支
部
で
の
役
員
会
実
施
を
目

標
に
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
︒

先
日
の
組
織
委
員
会
で
来
年
度
も
﹁
来

た
く
な
る
法
人
会
﹂の
実
現
に
向
け
て
よ

り
一
層
の
退
会
防
止
事
業
の
推
進
を
す
る

こ
と
を
決
め
ま
し
た
︒来
年
度
は
延
べ
40

回
以
上
の
退
会
防
止
事
業
実
施
を
目
標
に

活
動
し
て
ま
い
り
ま
す
︒支
部
事
業
の
活

性
化
と
会
員
増
強
を
両
輪
に
組
織
委
員
会

の
活
動
も
ま
す
ま
す
活
発
に
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
︒皆
様
の
ご
協
力
を
心
よ
り

お
願
い
し
て
会
員
増
強
月
間
の
報
告
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒

支部別加入率 平成31年3月31日現在

支部 稼動数 会員数 加入率（%）
1 104 59 56.7%
2 119 85 71.4%
3 136 109 80.1%
4 137 110 80.3%
5 105 82 78.1%
計 601 445 74.0%
6 105 82 78.1%
7 127 82 64.6%
8 153 80 52.3%
9 46 30 65.2%
1 0 62 43 69.4%
計 493 317 64.3%
1 1 90 57 63.3%
1 2 65 45 69.2%
1 3 58 60 103.4%
1 4 120 101 84.2%
1 5 208 168 80.8%
計 541 431 79.7%
1 6 82 65 79.3%
1 7 100 71 71.0%
1 8 119 97 81.5%
1 9 183 115 62.8%
2 0 133 88 66.2%
計 617 436 70.7%
2 1 82 49 59.8%
2 2 80 75 93.8%
2 3 97 72 74.2%
2 4 127 122 96.1%
2 5 184 156 84.8%
計 570 474 83.2%

事務局 10

合計 2,822 2,113 74.9%
あいさつする水島委員長



皆
様
︑こ
ん
ば
ん
は
︒本
日
は
︑荻
窪
法
人

会
組
織
委
員
会
主
催
に
よ
る
平
成
30
年
度

の
新
会
員︵
研
修
︶歓
迎
会
に
多
数
の
皆
様

に
参
加
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
︒

ま
た
︑来
賓
と
し
て
荻
窪
税
務
署
多
田
副

署
長
は
じ
め
幹
部
の
皆
様
に
公
務
ご
多
用

の
と
こ
ろ
ご
臨
席
い
た
だ
き
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
︒

今
年
度
も
組
織
委
員
会
で
は
︑6
・
7

月
頃
か
ら
会
員
増
強
に
努
め
て
ま
い
り
ま

し
た
︒結
果
に
つ
い
て
は
︑後
ほ
ど
水
島
組

織
委
員
長
よ
り
御
報
告
を
い
た
だ
き
ま
す

が
︑平
成
30
年
度
も
加
入
率
74
・
8
％
︑東

法
連
48
単
位
会
で
2
番
目
に
高
い
数
字
を

残
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
︒こ
れ

は
地
域
の
最
大
の
組
織
を
有
す
る
経
済
団

体
と
し
て
成
長
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
︒

本
日
の
歓
迎
会
に
は
12
社
13
名
の
新
会

員
の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
︒新
会
員
の
皆
様
に
は
︑法
人
会
の
活
動

の
目
的
で
あ
る
︑税
に
関
す
る
知
識
の
研

修
・
普
及
推
進
︑地
域
社
会
に
対
す
る
貢
献
︑

地
域
経
営
者
の
交
流
を
理
解
い
た
だ
き
︑法

人
会
活
動
の
中
で
︑少
し
で
も
皆
様
方
の
会

社
経
営
に
役
立
つ
こ
と
を
見
つ
け
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
な
こ
と
で
す
︒是
非
︑積
極

的
に
法
人
会
が
開
催
す
る
行
事
に
ご
参
加

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒こ
の
後
も
︑

懇
親
会
で
は
名
刺
交
換
を
さ
れ
知
り
合
い

を
増
や
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

結
び
に
本
日
ご
参
加
の
皆
様
方
の
ご
健

勝
と
ご
多
幸
を
祈
念
申
し
上
げ
︑簡
単
で

す
が
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒

あいさつする小竹会長

毎 年、新 しく入 会 した 会 員 の 方 々 の た め の 研 修（ 歓 迎 ）会 を 開 催 し、法 人 会 の 主 旨 や 活 動 の 目 的 などを 説 明 して 法 人 会 へ の 理 解 を 深 めてもら い ま す。

会
長
の
あ
い
さ
つ

小
竹
良
夫
　
荻
窪
法
人
会
会
長

会
社
経
営
に
役
立
つ
こ
と
を
見
つ
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す

新入会員研 修（歓 迎）会

平成31年3月11日（月）、こけし屋別館２階にて恒例であります組織委員会主催「新会員研修（歓迎）会」が行われました。
来賓には荻窪税務署より多田英里副署長、小西雄貴審理上席調査官が出席されました。
新入会員は平成31年3月31日現在43社になります。
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新
入
会
員
の
皆
様
︑本
日
は
新
入
会
員

研
修
︵
歓
迎
︶会
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま

し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒本
年
度

43
会
員
の
方
々
に
ご
入
会
を
い
た
だ
き
︑

本
日
は
12
名
の
方
々
に
ご
参
加
を
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
︒こ
れ
か
ら
法
人
会
と
は

ど
の
よ
う
な
会
か
私
か
ら
説
明
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
が
︑会
へ
の
ご
理
解
を
深
め

て
い
た
だ
き
︑よ
り
皆
様
に
ご
参
加
い
た

だ
き
︑﹁
入
っ
て
よ
か
っ
た
﹂と
思
っ
て
い
た

だ
く
︑第
一
歩
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
︒

荻
窪
法
人
会
は
昭
和
25
年
4
月
に
創

立
さ
れ
︑今
年
で
69
年
を
迎
え
る
経
済
団

体
で
す
︒平
成
25
年
に
は
公
益
社
団
法
人

と
な
り
ま
し
た
︒杉
並
区
内
の
お
お
む
ね

西
半
分
を
活
動
エ
リ
ア
と
し
て
区
域
内
の

2
,
8
2
2
社
︵
2
0
1
9
年
2
月
時

点
︶の
う
ち
会
員
企
業
数
2
1
1
1
社
が

加
入
し
て
お
り
ま
す
︒組
織
率
︵
加
入
率
︶

74
・
8
％
は
東
京
法
人
会
連
合
会
の
全
48

単
会
の
中
で
も
つ
ね
に
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の

組
織
率
を
誇
り
︑そ
の
組
織
率
の
高
さ
が

会
の
活
性
化
に
つ
な
が
っ
て
お
り
ま
す
︒

活
動
エ
リ
ア
は
5
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け

ら
れ
︑さ
ら
に
ひ
と
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
5
つ

の
支
部
に
分
け
ら
れ
︑合
計
25
の
支
部
で

構
成
さ
れ
て
お
り
︑入
会
い
た
だ
い
た
方

は
必
ず
ど
こ
か
の
支
部
に
所
属
し
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
︒

会
運
営
は
総
会
︑常
任
理
事
会
︑理
事
会

に
よ
っ
て
行
わ
れ
︑事
業
活
動
は
8
つ
設

け
ら
れ
た
委
員
会
活
動
と
3
つ
の
部
会
に

よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
ま
す
︒研
修
会
︑視

察
会
︑懇
親
会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン

ト
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
︑入
会
い
た
だ
い

た
今
年
一
年
は
是
非
多
く
の
事
業
に
ご
参

加
い
た
だ
き
︑顔
見
知
り
が
増
え
れ
ば
自

然
と
ま
た
次
の
会
合
に
も
足
が
向
い
て
い

く
と
思
い
ま
す
︒

昨
年
度
よ
り
組
織
委
員
会
で
は
﹁
来

た
く
な
る
法
人
会
﹂を
合
言
葉
に
組
織
強

化
に
努
め
て
お
り
ま
す
︒本
日
ご
入
会
い

た
だ
い
た
皆
様
に
も
こ
の
﹁
来
た
く
な

る
法
人
会
﹂の
実
現
に
お
力
を
お
貸
し
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
︒よ
う
こ
そ
荻
窪

法
人
会
へ
！ 

末
永
く
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
︒

法人会の説明をする水島委員長

新 入 会 員 研 修（ 歓 迎 ）会

委
員
長
の
あ
い
さ
つ

水
島
隆
明 

組
織
委
員
長

よ
う
こ
そ
荻
窪
法
人
会
へ
！
参
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
楽
し
く
な
る
会
で
す

5　



こ
ん
ば
ん
は
︑荻
窪
税
務
署
副
署
長
の
多

田
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

本
日
は
新
会
員
研
修
会
に
お
招
き
い
た

だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒

ま
た
︑公
益
社
団
法
人
荻
窪
法
人
会
の
皆

様
に
は
︑日
頃
か
ら
税
務
行
政
の
運
営
に

対
し
ま
し
て
︑深
い
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
︑改
め
ま
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
︒

本
日
は
︑荻
窪
法
人
会
に
新
た
に
加
入
さ

れ
た
皆
様
と
役
員
︑組
織
委
員
の
皆
様
と

の
交
流
を
図
る
た
め
の
研
修
会
及
び
歓
迎

会
で
あ
る
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
︒

私
ど
も
荻
窪
税
務
署
と
荻
窪
法
人
会

は
︑長
年
に
わ
た
り
税
務
行
政
の
運
営
に

お
け
る
良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
協
力
関

係
を
築
い
て
き
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

荻
窪
法
人
会
の
事
業
活
動
は
税
務
に
関

す
る
研
修
会
に
限
ら
ず
︑経
営
に
役
立
つ

講
演
会
︑地
域
社
会
へ
の
貢
献
活
動
等
多

岐
に
わ
た
っ
て
お
り
ま
す
︒

新
会
員
の
皆
様
は
法
人
会
活
動
に
大
い

に
参
加
さ
れ
︑ご
自
身
の
事
業
の
発
展
に
つ

な
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
︒

と
こ
ろ
で
︑今
週
を
も
ち
ま
し
て
平
成
30

年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
が
終
了

い
た
し
ま
す
︒寒
い
中
税
務
署
に
足
を
お
運

び
に
な
っ
た
方
に
は
︑会
場
の
混
雑
等
で
ご

不
便
を
お
か
け
し
た
こ
と
と
思
い
ま
す
︒

税
務
署
で
は
︑法
人
会
様
の
ご
協
力
を
頂

戴
し
な
が
ら
︑e

－

T
a
x
の
普
及
を
推
進

し
て
お
り
ま
す
︒法
人
税
や
消
費
税
の
申

告
︑源
泉
所
得
税
の
納
付
等
で
ま
だ
利
用

さ
れ
て
い
な
い
会
社
様
に
つ
き
ま
し
て
は
︑

是
非
e

－

T
a
x
に
よ
る
申
告
等
を
前
向

き
に
ご
検
討
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
︒

簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
︑新
た
な
会

員
様
を
加
え
ら
れ
ま
し
た
荻
窪
法
人
会
の

益
々
の
ご
発
展
︑皆
様
方
の
事
業
の
ご
繁

栄
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
︑私
か
ら
の
挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒

新 入 会 員 研 修（ 歓 迎 ）会

あいさつする多田英里副署長

来
賓
の
ご
あ
い
さ
つ
　
　
多
田
英
里 

荻
窪
税
務
署
副
署
長

良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
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新 入 会 員 研 修（ 歓 迎 ）会
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新
入
会
員
研
修
会
に

出
席
さ
れ
た
方
々

今
年
も
様
々
な
職
種
の
個
性
豊
か
な
方
々
が
入
会
い
た
し
ま
し
た
。

ぜ
ひ
、
法
人
会
に
新
風
を
吹
き
込
み
、
活
発
な
活
動
を
期
待
い
た
し
ま
す
。

第
1
ブ
ロ
ッ
ク 

第
4
支
部

（
株
）生
活
科
学
運
営

ラ
イ
フ
＆
シ
ニ
ア
ハ
ウ
ス
井
草

安
藤
洋
子

第
3
ブ
ロ
ッ
ク 

第
14
支
部

平
成
・
ビ
ル
サ
ポ
ー
ト（
株
）

石
橋
哲
也

第
3
ブ
ロ
ッ
ク 

第
15
支
部

塩
澤
法
律
事
務
所

塩
澤
彰
也
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新
入
会
員
研
修
会
に
出
席
さ
れ
た
方
々

今
年
も
様
々
な
職
種
の
個
性
豊
か
な
方
々
が
入
会
い
た
し
ま
し
た
。ぜ
ひ
、法
人
会
に
新
風
を
吹
き
込
み
、活
発
な
活
動
を
期
待
い
た
し
ま
す
。

第
5
ブ
ロ
ッ
ク 

第
23
支
部

吉
松
愼
一
税
理
士
事
務
所

吉
松
愼
一

第
4
ブ
ロ
ッ
ク 

第
18
支
部

（
株
）S
I
R
E
（
カ
エ
ル
ホ
ー
ム
ズ
）

木
津
雄
二

第
5
ブ
ロ
ッ
ク 

第
24
支
部

（
株
）メ
ス
ト

白
﨑
匡
志

第
5
ブ
ロ
ッ
ク 

第
25
支
部

樋
脇 

岳

第
4
ブ
ロ
ッ
ク 

第
18
支
部

Ｔ
Ｎ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

野
口
智
子

第
4
ブ
ロ
ッ
ク 

第
19
支
部

ニ
ッ
ポ
ン
キ
ミ
フ
ー
ド
テ
ク
ノ（
株
）

吉
井
隆
二



新 入 会 員 名 簿 平成31年2月28日現在

支部 法人名 代表者名 所在地 電 話 業 種

第1ブロック

4 （株）生活科学運営　ライフ＆シニアハウス井草 安藤　洋子 杉並区井草4 - 6 -20 5303 -8733 有料老人ホーム

（有）美瑛（オーガニックプーアール） 小野　倫秀 杉並区井草4 - 4 -10 3397-8668 中国茶輸入販売

日本農産加工（株） 矢島　良祐 杉並区下井草2- 40 -13 - 401 3397-3741 食品加工販売

杉並区議会議員　奥田　雅子 奥田　雅子 杉並区上井草1-11-12 080 -5007- 0308 区議会議員

5 （有）グランドスクエア 西山　喜信 杉並区上井草4 -15 - 5 3399 -7741 賃貸系不動産

第2ブロック

8 有限会社三会亭 渡邉　由美 世田谷区岡本1-16 -17- 501 3707- 0364 不動産賃借業

美容室P3 三瓶　真 杉並区西荻北3 -20 -12 -103 6913 -8163 美容

第3ブロック

11 株式会社オフィスノヴェル 平田　暢子 杉並区荻窪5 - 30 - 6 090 -2750 -3160 コンサルティング・企画制作業

12 杉並区議会議員　井口　かづ子　 井口　かづ子 杉並区清水3 -16 - 2 3390 -7775 杉並区議会議員

13 大鴻シャイニング株式会社 平井　正幸 杉並区上荻1-16 -14 3220 -8681 清掃業及び飲食業

エー・プランニング 青沼　勇治 杉並区阿佐谷北3 - 5 - 7 6768 -9101 インテリア（家具）、内装工事

14 一般財団法人あんしん財団 山岡　徹朗 新宿区信濃町34 - 5F 5362-2339 特定保険業

鮨・和食　久 水野　裕介 杉並区天沼3 - 30 - 44 3398 -4224 飲食

（有）東海ベストパートナー 吉冨　裕馬 杉並区天沼3 - 30 - 40 -207 3392-9477 保険代理店

平成・ビルサポート（株） 石橋　哲也 杉並区阿佐谷南1- 47-21- 401 5929 -7791 ビル・マンション管理等

15 塩澤法律事務所 塩澤　彰也 杉並区上荻1- 5 - 7- 6 F 3393 - 0751 法律事務所

トラベルオンデマンド東京（株） 佐藤　智彦 北区滝野川5 - 53 - 1 3910 - 6500 旅行業

第4ブロック

16 赤富士司法書士事務所 荒　早苗 杉並区今川2- 2 - 1 3395 - 0311 司法書士

和食　梅田 梅田　高弘 杉並区西荻南3 - 8 - 3 5941-5605 飲食業

17 貝吹　晴隆 貝吹　晴隆 杉並区西荻南3 - 8 - 9 5941-9229 飲食店（バー）

18 （株）ウォーターウィッシュ 小山　大樹 新宿区高田馬場1- 33 -13 - 8 F 3204 -3901 人材派遣業

MOMOTARO（株）　西荻窪はや人 児島　健太郎 杉並区西荻南3 -15 - 9 -2F 5941- 6124 飲食業
有田ビリヤードスクール　ABSコーポレーショ
ン

有田　秀彰 杉並区成田東5 -20 -10 - 601 080 -2118 -3355 ビリヤードスクール運営

（株）匠陽 勝又　忠夫 杉並区西荻北3 -12- 6 5303 - 0966 建設業及び不動産業

TNプロダクション 野口　智子 世田谷区若林2- 9 -10 6318 -9332 制作・健康食品

（株）SIRE（カエルホームズ） 木津　雄二 杉並区西荻南3 -13 -1 6811-9077 不動産

19 （有）山元フーヅ 山岸　和彦 杉並区久我山5 -7-18 3335 -4337 飲食業

ニッポンキミフードテクノ（株） 吉井　隆二 杉並区久我山2- 4 - 2 3331-9120 製造・販売・研究開発

20 高井戸・麻婆 TABLE 根岸　正泰 杉並区宮前1-20 - 32 6454 -2204 飲食店

第5ブロック

23 ピザ スタンド ポコ 荻窪店 渡部　直人 杉並区荻窪2- 30 - 4 6915 -1777 飲食業

特定非営利活動法人ネパール教育支援センター
シュレスタ　
ブパール　マ
ン

杉並区荻窪1-19 -10 5335 -7379 学校

吉松愼一税理士事務所 吉松　愼一 江戸川区春江町4 -17-14 - 4F 6339 - 6842 税理士

（株）東京Ground service 久慈　継人 杉並区荻窪2- 30 - 7 6276 -9701 建築業

24 （株）メスト 城﨑　匡志 杉並区宮前1-20 - 32 5941-5861 建築整備

炭火焼鳥ごいち 岡本　吾一 杉並区荻窪4 - 33 -16 5397-5580 飲食店

夜桜ロケット 山田　太 杉並区荻窪4 - 33 -16 -1F 5335 -7439

25 langue 二戸　貴宏 杉並区南荻窪　4 - 43 - 9 070 - 6461- 6283 飲食

樋脇　岳 樋脇　岳 杉並区高円寺南5 -22- 4 -202 090 -7261-5260

日星建設（株） 星野谷　直之 杉並区荻窪4 -20 -18 3393 -3223 建築業

わたなべ友貴事務所 渡辺　友貴 杉並区荻窪5 -18 -11-202 080 -1054 -1956

9　
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平
成
30
年
度
、
1
〜
5
ブ
ロ
ッ
ク
の
春
季
研
修
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
回
も
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
春
季
研
修
会
参
加
者
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

次
の
研
修
会
へ
参
加
を
ご
検
討
さ
れ
て
い
る
方
は
ご
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

［
平
成
30
年
度
］

各
ブ
ロ
ッ
ク
の

春
季
研
修
会
レ
ポ
ー
ト

BL
OC
K

RE
PO
RT
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RI
NG
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［平成 30年度 春季］各ブロックの研修会レポート

平成３１年２月２２日、午後５時３０
分より井草地域区民センターにて、25
名の参加で第１ブロック春季研修会を
行いました。

現在、情報社会となってからの昨今
の時代で、ネット社会における子ども
たちの実態について、ＮＰＯ法人地域
教育ネットワーク代表理事 笠松直美
様にお願いして、～健全育成に関わる
地域住民の責務と支援～についての
講演を行いました。

講演として、情報の歩みは、1953
年テレビ放送開始し、1960年代ほぼ
100％普及になり、1980年以降に、
テレビゲーム・ビデオ・携帯型ゲーム
機(ゲームボーイなど)登場、2000年
代は、パソコン・携帯電話・スマート
ホン(スマホ)/タブレット端末が登場、
そして2012年以降、高機能スマホ/タ
ブレットになっていた。

それに伴い、現在社会の利用者が
大人から中高生に急速に普及し、生
活に対して浸透し、現在では、1人1
台以上の端末機器を持ち、ネットワー
クの利用しているが、その利用が低年

齢化に進んでおり、その原因として、
親の資質の欠落や出生率少なく(超少
子化)、育児仕方や家事の情報が氾濫
し子育て中のママ自身がネット依存と
認めている自覚があり、スマホ育児の
問題がある。(バギーカーに乗っている
乳児が愚図り出すと、スマホ渡して、
宥める事や、スマホをしながら押して
いる親など。)

それに、親としての自覚、パパやマ
マがスマホに夢中になるあまり、その

『時間 』だけでなく親子の『心』の間
に大きな壁が作られてしまうことや、直
ぐに、何かあると、人権侵害→被害
届→賠償金という事などの騒ぎ出して
しまうことが、多い。

小学生以上になると、色々なＳＮＳ
に加入し、知らず知らずに、いじめ→
引きこもり・不登校→ネット依存になる
ことがあり、その発生する問題として、
家族・対人関係の悪化・家庭内暴力、
友人関係の悪化・運動不足⇒体力の
低下

身体がかたい＝柔軟性の低下：関節
が曲がらない、伸びない/筋力の低下、

持久力の低下/心肺機能の低下：少し
の運動、階段の上り下りで息切れ・肺
年齢：40 ～60歳(思い切り吐けない)
(小学生の現状)

食生活の乱れ　食事を摂らない・
ネットの合間にカップ麺、スナック・
低栄養状態 重度睡眠障害・昼夜逆転
→学業がおろそかに、遅刻・欠席→
成績低下、不登校・留年・退学など(高
校生)

それらを防止する対策として、基本
的生活習慣(早寝・早起き

朝ごはん（おかずが必要）) 睡眠
主体変容　親・大人・地域によって

子どもが変わる
今後、ＳＮＳ(ソーシャルワーク)は、

今の社会では、深く関っているので、
地域での子供見回り等考えて行きたい
と思います。

※この原稿を作成中、子供の自殺の
ニュースを見ましたが、地域で見守る
力を持つようにすれば防げることがあ
るように努力したいと思います。

研修の様子

第1ブロック春季研修会 第1ブロック副ブロック長　石黒貞男

「  ネット 社 会 に お ける 子どもたち の 実 態  ～ 健 全 育 成 に 関 わ る 地 域 住 民 の 責 務と 支 援 ～」
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平成 31年2月28日（木）に法人会
2階会議室において、第5ブロック春
季研修会を行いました。

当日は小竹会長にもご参会いただ
き、テーマを当初「スポーツによる
街作り　五輪開催都市の事例 」と
して講演会を行う予定でしたが、講
師より法人会の皆さんなら、プロ野
球のマネジメントの方が面白いので
はと急遽内容を変更し講演が開催
されました。

今回講師をお願いしたのは、荻
窪生まれで荻窪育ち、東京新聞論
説委員兼編集委員　東京五輪・ス
ポーツ担当　鈴木遍理氏に登壇い
ただきました。

一時間ほどの講演でしたが、星野

仙一、野村克也、落合博満　名プレ
イヤーであり名監督でもあるお三方の
当時の取材に基づくエピソードを、面
白おかしく取材時の写真を見ながら
お話を頂きました。

後半は、鈴木氏も時計を気にしな
がら話し尽きないご様子を見せなが
ら終了し、参加いただいた会員の皆

様には、眠くならずに楽しく拝聴でき
ましたとのお言葉を頂き、無事講演
会を終了する事が出来ました。

講演後の懇親会に、講師の鈴木氏
にも加わっていただき、講演では時
間が足りなくお話しいただけなかった
裏話まで飛び出し、和やかな雰囲気
の中閉会となりました。

研修会の様子

第5ブロック春季研修会 第5ブロック　副ブロック長　小川尚彦

「 星 野 仙 一 、野 村 克 也 、落 合 博 満 　 私 が 取 材し た 監 督 たち 」

［平成 30年度 春季］各ブロックの研修会レポート

平成31年2月18日（月）午後6時より
タウンセブン8階会議室にて「働き方改
革関連法案施行間近!! 働き方改革対
策セミナー」というテーマで春季研修
会を行いました。参加人数30名。

講師に第3ブロック14支部の会員で
もありますSMARTコンサルティング事
務所 特定社会保険労務士の金築克祐
さんを迎え、旬な話題でもある働き方
改革関連法案についてを講演していた
だきました。

司会の岡田副ブロック長進行のも
と、矢澤ブロック長、八方副会長のご
あいさつをいただき、研修会が始まり
ました。

経営者の集まりである法人会会員の
皆さんには直接関係がある内容となる

「働き方改革関連法 」がこれから施行
されることになり、「時間外労働の上限

規制」や「年次有給休暇の時季指定」、
「同一労働同一賃金」といった整備が
される。こういった法律が施行される
ことは知っていたが、素人ではよく分
からない。講師の金築さんは限られた
時間の中で資料とプロジェクターを用
いてポイントとなる箇所を分かりやすく
解説してくださいました。

社員を抱える経営者である参加者の
皆さんは熱心に講演に聞き入り、難し
い内容だが、何とか理解しようという
姿勢で受けておりました。

金築さんには時間いっぱいまで講演
いただきました。さすがに2時間弱で
は全てを解説することはできませんで
したが、この研修会の配布用に制作し
てくださった資料はとても丁寧にまとめ
てあり、各自持ち帰ったあとも役に立
つに違いありません。

研修会後の懇親会では、榊原前ブ
ロック長に乾杯のあいさつをいただき、
和やかなムードの中、研修会内容につ
いての各自意見交換や講師の金築さ
んへの質問等が行われ、渡辺副ブロッ
ク長に中締めのあいさつをいただき、
とても実のある一日となりました。

研修の様子

第3ブロック春季研修会 第3ブロック  第14支部長  多比良秀俊

トップ アスリートの 食 事 に 学 ぶ「 戦 うか らだ 」の 作り方
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日頃は法人会活動に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。さて、現在、当法人会活動の大きな目標のひとつに
e-Tax普及推進がございます。当法人会では会員企業の70％利用を目標に掲げております。この目標を達成するためには会員皆さ
ま方の多大なご理解と同時に税理士先生方のご協力が必要不可欠と考えております。そこで当委員会では、東京税理士会荻窪支
部の先生方全員にアンケートを実施しております。
質問内容は「顧客よりe-Tax代理申告・送信利用の依頼が来た時に、依頼通り行なっていただけるか？」更に依頼どおり行うと
ご回答いただいた先生方に「e-Tax推進税理士事務所として会報に掲載させていただいてもよろしいか？」との問いを発したところ
82名の先生方より快く承諾をいただきました。このように税理士会においてもe-Tax普及推進に積極的に取り組んでおられます。
そこで会員企業の皆さまにひとつお願いがございます。顧問の先生に「先生、うちの会社次の決算は電子申告でお願いしますよ。」
と一言おっしゃっていただけませんでしょうか？
顧客である会員企業と実務を担当する税理士の先生方がタッグを組んで初めてe-Taxという行政の合理化が大きく進展していく
と思います。何卒皆さま方の尚一層のご理解とご協力をお願いいたします。

e-Tax普及推進委員会

e-Tax利用向上を目指し、東京税理士会荻窪支部の先生方全員にアンケートを実施しました。
その結果多数の先生方から「e-Tax推進税理士事務所」として会報掲載に承諾をいただきました。

e -Tax推進税理士事務所について
e-Ta x 普及 推 進 委員会

地 域 氏 名 住 所 事務所連絡先

天沼 桑山　務 天沼1-2-3 3398 - 1316
鯉渕洋行 天沼1-11-13 090 - 8039 - 4867
酒井幸三郎 天沼1-40-6 3392 - 5455
池上敬子 天沼1-41-6 5932 - 5128
篠原あずさ 天沼3-3-2 6794 - 7334
石澤　潔 天沼3-12-19 3398 - 4910
井上仁 天沼3-27-2荻窪MTビル1階 3392 - 4177

西荻南 河野修兵 西荻南2-9-13 5336 - 6457
小野寺昭市 西荻南2-23-8 3333 - 4868
内山千枝 西荻南3-8-16-902 3334 - 5021
佐山政雄 西荻南3-9-11-501 3333 - 0221

久我山 小松原英二 久我山5-7-8 3333 - 9805
杉本洋子 久我山5-8-23 5370 - 8518
新江洋子 久我山5-36-22-201 3335 - 7425

宮前 石原恵子 宮前1-16-23杉並宮前ロイアルハイツ304号 3334 - 1305
小松原伸元 宮前4-31-1 5941 - 9239
小松原英雄 宮前5-7-19 3331 - 3266
稲澤　聡 宮前5-10-5 3247 - 7194

荻窪 熊澤眞理子 荻窪1-17-11 6915 - 1807
森脇雅子 荻窪2-20-7-504 5397 - 8026
永井敏雄 荻窪2-27-11 5397 - 6115
尾﨑正俊 荻窪3-47-15　第3野村ビル300号 3392 - 1101
望月英仁 荻窪4-6-24-201 5347 - 2945
黒岩民子 荻窪4-12-12　ISHIIレジデンス201 6795 - 5216
早乙女和子 荻窪4-20-9-402号 3391 - 7626
伊藤佳江 荻窪4-21-4荻窪ローヤルコーポ104号 3394 - 1123
千葉繁樹 荻窪4-32-3ＡＫオギクボビル401 050 - 5527 - 4372
釜谷彰一 荻窪5-11-17荻窪第二和光ビル6階 6383 - 6006
塩谷治道 荻窪5-11-17荻窪第二和光ビル6階 6383 - 6003
西村克彦 荻窪5-11-17荻窪第二和光ビル6階 6383 - 6002
大久保豊 荻窪5-13-6丸新マンション306号室 3398 - 8812
三好秀胤 荻窪5-14-4武蔵野マンション502 3393 - 2671
池田幸弘 荻窪5-16-14カパラビル8階 5335 - 7981
中村喜一 荻窪5-17-11荻窪スカイレジテル216 5347 - 9930
松井   勉 荻窪5-18-11-301 3392 - 7223
大島康司 荻窪5-22-12戸田ビル205 5335 - 7465
税理士法人茂木
会計事務所 荻窪5-25-6 3393 - 0211

青葉総合税理
士法人 荻窪5-26-9コスモＹビル5Ｆ 3398 - 0523

岩崎智香子 荻窪5-30-12グローリアビル1101号 3392 - 1198
松庵 大槻一弘 松庵3-38-20 KURA松庵305 6795 - 8420

地 域 氏 名 住 所 事務所連絡先

井草 堀真由美 井草2-11-9エスト・メゾネット105 3397 - 6652
山岡朋枝 井草2-35-12-2-409号グランドメゾン杉並シーズン 5310 - 3228

上井草 竹田雄輔 上井草2-25-7上井草グリーンハイツ3-105 6913 - 8665
久保木浩志 上井草2-25-7上井草グリーンハイツ3-205 5303 - 4823

下井草 近藤健一 下井草1-5-17 3390 - 9437
山田真治 下井草3-8-23三英ビル303 6276 - 7833
税理士法人稲
村会計事務所 下井草3-29-10佐藤ビル302号 5382 - 2711

藍野和男 下井草4-1-6 3397 - 5118
鈴木百香 下井草4-32-9 3399 - 1555
田子周一 下井草4-33-12 3395 - 3343
小島孝子 下井草5-23-2鈴木ビル203 6317 - 7493

今川 中村良三 今川3-8-4 3399 - 3976
中村行雄 今川3-8-4 3399 - 3976

西荻北 下島聡司 西荻北2-3-9Ken’s西荻北ビル5F 6316 - 8010
馬場義男 西荻北2-3-9コメットビル5階 3394 - 5922
鈴木吉郎 西荻北2-6-6YS西荻3F 3301 - 5101
福田都介 西荻北2-11-4エクセリア西荻201号 3397 - 2770
山本哲郎 西荻北2-12-2西島ビル201 5303 - 6371
村林秀則 西荻北3-11-3サンコ-ト西荻窪115号室 6423 - 0566
東原　功 西荻北3-14-18ラーバンプラザ401 5936 - 0055
廣瀬一俊 西荻北3-20-12グラツィオーソ西荻窪B1 3399 - 0180
荒谷美佳 西荻北3-31-13-503号 5303 - 5781

上荻 丸山良尚 上荻1-5-2コロナビル6階 3391 - 6309
吉原敬三 上荻1-11-3アベイユ神秋602号 3391 - 2881
大矢勝昭 上荻1-16-3森谷ビル4階 3391 - 5588
小林誉光 上荻1-17-10シンフォニーアンダンテ602 3391 - 1044
今村千恵子 上荻1-18-12春木屋ビル 6915 - 1303
穂坂正積 上荻1-18-14-206 3393 - 7571
本橋喜久雄 上荻1-21-23 3392 - 5555
岩倉永一 上荻1-21-23-3F 3392 - 0157
岩倉礼子 上荻1-21-23-3F 6915 - 1410
原田叔法 上荻1-21-23-3F 3392 - 2170
小島麻里 上荻1-23-19小嶋東神ビル4F 6913 - 0520
藤村　茂 上荻2-19-18RKII2階 6231 - 1701
小澤俊夫 上荻2-19-18RKII2階 3391 - 8731
森田光雄 上荻2-19-18RKII2階 6874 - 7851
和田　実 上荻4-19-22-603 3395 - 1131
岡田　茂 上荻4-23-9 3395 - 3111

本天沼 小 野 寺 誠 税
理士事務所 本天沼2-41-8 5303 - 1680

清水 黒川えり 清水1-14-5-302 090-8479-0152
本間康弘 清水1-16-5 IWAIビル5F 6913 - 5681
小林滋子 清水3-9-9-102 5938 - 5100

東京税理士会荻窪支部　e-Tax推進税理士事務所（敬称略）	 平成31年 3月22日現在
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平成31年  健康セミナー

危機管理教育研究所 代表
危機管理アドバイザー　

国崎信江
文部科学省「地震調査研究推進本部政策委員会」委員
文部科学省「地震調査研究推進本部政策委員会総合部会」委員
内閣府「防災スペシャリスト養成企画検討会」委員
http://www.kunizakinobue.com/

家族や地域の防災対策
～自分や家族の健康（メンタル）を守るために～

平成31年2月26日（火）、災害が起きるといち早く現地入りし、行政職員の災害対策本部の支援を
行い、年間150から200回講演会や様々なメディアにも出演し活躍している危機管理アドバイザー
の国崎信江さんをお招きして、「大切な人を失って後悔する前にできるだけのことはしたい、 そんな
思いから女性として、 母としての視点で家庭を守るための防災対策」を語っていただきました。

大
切
な
人
・
モ
ノ
を
失
わ
な
い
こ
と

災
害
が
起
き
る
と
い
ち
早
く
現
地
入
り
し
、行

政
職
員
の
災
害
対
策
本
部
の
支
援
を
行
う
活
動

を
し
て
い
ま
す
。そ
ん
な
様
々
な
被
災
地
・
被
災

者
支
援
を
行
っ
て
き
た
経
験
か
ら
、今
回
の
テ
ー

マ
で
も
あ
る
「
災
害
か
ら
メ
ン
タ
ル
を
守
る
」

た
め
に
は
、以
下
の
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。ま
ず
は
大
切
な
人
を
失
わ
な
い
こ
と
、大

切
な
モ
ノ
を
失
わ
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。特

に
二
度
と
手
に
入
ら
な
い
も
の
を
失
う
喪
失
感

は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。も
し
被
災
し
て
し
ま
っ
た

ら
、環
境
の
変
化
（
避
難
所
や
仮
設
住
宅
）に
よ

る
精
神
的
ス
ト
レ
ス
の
回
避
。家
を
失
っ
た
後
の

救
済
措
置
の
知
識
、ま
た
、家
を
失
っ
た
後
の
先

の
見
え
な
い
不
安
や
経
験
を
話
せ
る
相
手
が
い

る
こ
と
が
重
要
で
す
。

メ
ン
タ
ル
を
守
る
た
め
に
も
、震
災
か
ら
生
命

や
財
産
を
ま
も
る
備
え
が
必
要
で
す
。

地
盤
に
つ
い
て

震
災
に
お
い
て
、全
壊
す
る
の
は
一
般
的
に
は

古
い
建
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、比

較
的
新
し
い
家
も
全
壊
す
る
こ
と
が
あ
り
、大
抵

は
1
階
部
分
が
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

震
度
7
の
地
震
を
2
回
経
験
し
て
い
る
熊
本
県

益
城
町
で
は
新
耐
震
基
準
の
比
較
的
新
し
い
家

で
も
全
壊
し
た
家
と
そ
う
で
な
い
家
が
あ
り
ま

し
た
。（
新
耐
震
基
準
の
定
義
は
震
度
7
が
き
て

も
生
命
を
脅
か
す
こ
と
が
な
い
、崩
壊
す
る
こ
と

が
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。）

一
つ
の
理
由
と
し
て
、地
盤
が
関
係
し
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
。地
盤
が
弱
い
と
地
震
の
揺
れ
幅

が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、新
耐
震
基
準
の
家

や
リ
フ
ォ
ー
ム
済
み
で
も
地
盤
に
つ
い
て
調
べ

て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。耐
震
性
の
低
い
家
ま

た
は
地
盤
が
弱
い
場
合
は
、1
階
部
分
が
押
し
つ

ぶ
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、1

階
に
い
た
場
合
は
す
ぐ
に
外
へ
出
る
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
。し
か
し
、耐
震
性
が
高
く
地
盤

が
強
い
場
合
は
、外
に
出
る
方
が
リ
ス
ク
の
あ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。ど
ち
ら
か
わ
か
ら
ず
不
安
な

場
合
は
、生
活
の
拠
点
を
で
き
る
だ
け
2
階
に
す

る
と
安
心
で
す
。

よ
く
あ
る
質
問
で
ト
イ
レ
に
逃
げ
る
の
は
安

全
か
？
と
い
う
こ
と
を
受
け
る
の
で
す
が
、ト
イ

レ
は
決
し
て
安
全
と
は
言
え
ま
せ
ん
。閉
じ
込
め

ら
れ
る
恐
れ
や
、タ
ン
ク
の
蓋
が
飛
ん
で
怪
我
を

す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
で

ど
う
い
っ
た
行
動
を
す
れ
ば
安
全
な
の
か
を
考

え
て
く
だ
さ
い
。

災
害
に
強
い
町
を
つ
く
る

災
害
に
強
い
町
を
つ
く
る
た
め
に
は
、行
政

職
員
の
防
災
ス
キ
ル
向
上
や
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
力
を
高
め
る
だ
け
で
は
だ
め
で
、家
一
軒
一

軒
が
耐
震
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。耐
震
化

し
て
い
れ
ば
、瓦
礫
に
よ
る
生
き
埋
め
も
な
い
、

火
災
が
起
き
て
も
初
期
消
火
で
き
、被
害
は
軽

減
さ
れ
ま
す
。昨
年
、大
阪
北
部
で
小
学
生
が
ブ

ロ
ッ
ク
塀
の
下
敷
き
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
か
ら

塀
の
安
全
性
も
高
め
ま
し
ょ
う
。

個
人
の
意
識
や
行
動
が
災
害
時
の
被
害
軽
減

に
つ
な
が
る
の
で
す
。

家
を
失
っ
た
時
の
こ
と
を
考
え
る

近
年
関
東
甲
信
越
で
被
災
し
た
こ
と
の
あ
る
県

の
方
が
多
く
な
り
ま
し
た
。万
一
に
備
え
て
家
を

失
っ
た
時
の
こ
と
を
考
え
て
お
く
こ
と
も
必
要
で

す
。全
壊
し
て
生
活
を
立
て
直
す
の
に
か
か
る
費

用
は
建
物
の
再
建
だ
け
で
2
0
0
0
千
万
円
。そ
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し
て
、一
か
ら
家
財
を
揃
え
る
と
1
5
0
0
万
か

ら
2
0
0
0
万
円
。合
計
す
る
と
4
0
0
0
万
円

程
度
必
要
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

年
を
重
ね
て
か
ら
家
を
失
う
と
再
建
は
厳
し

く
な
り
ま
す
。

日
頃
か
ら
の
貯
蓄
は
大
事
で
す
が
、難
し
け

れ
ば
保
障
で
補
う
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

あ
る
全
壊
家
屋
の
被
害
を
受
け
た
方
の
場
合
、

地
震
保
険
に
入
っ
て
い
た
た
め
7
0
0
万
円
お

り
、そ
し
て
、被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
で

3
0
0
万
円
を
受
け
、合
計
1
0
0
0
万
円
の

資
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。こ
う

い
う
現
実
を
考
え
る
と
共
済
や
保
険
に
入
っ
て

お
く
こ
と
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、家
を
失
わ
な
い
た
め
の
有
効
策
は
耐

震
化
で
す
。地
震
の
少
な
い
熊
本
県
の
あ
る
家
で

は
、震
災
前
に
近
所
の
家
に
変
わ
り
者
扱
い
さ
れ

て
も
耐
震
補
強
を
し
た
お
か
げ
で
家
が
全
壊
せ

ず
に
す
ん
だ
と
い
う
事
例
が
あ
り
ま
し
た
。耐
震

補
強
の
費
用
は
都
内
で
平
均
約
1
5
0
万
円
と

聞
い
て
い
ま
す
。こ
の
金
額
で
生
命
や
財
産
を
守

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

家
具
・
家
財
の
対
策

戸
建
て
と
マ
ン
シ
ョ
ン
（
階
層
に
よ
っ
て
も
）

で
は
防
災
対
策
が
異
な
り
、同
じ
マ
ン
シ
ョ
ン
で

も
1
、2
階
層
で
は
食
器
が
割
れ
る
程
度
で
も
、

上
層
階
は
家
具
が
倒
れ
て
助
け
を
求
め
る
人
が

い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。高
層
階
に
住
ん
で
い

る
場
合
は
そ
れ
な
り
の
対
策
が
必
要
で
す
。

家
具
は
ど
ん
な
大
き
さ
、重
さ
で
も
、固
定
し

て
い
な
け
れ
ば
必
ず
動
き
ま
す
。家
に
あ
る
す
べ

て
の
家
具
を
固
定
す
る
べ
き
で
す
。倒
れ
た
家
具

や
モ
ノ
は
床
を
さ
ら
に
移
動
す
る
の
で
家
具
が

固
定
さ
れ
て
い
な
い
部
屋
に
は
安
全
な
場
所
は

あ
り
ま
せ
ん
。

固
定
観
念
を
な
く
す

固
定
を
万
全
に
し
て
る
と
い
う
方
で
も
、ソ

フ
ァ
や
テ
ー
ブ
ル
な
ど
を
対
策
し
て
い
な
い
こ

と
が
多
い
で
す
。背
の
高
い
家
具
だ
け
固
定
し
て

い
る
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。固
定
し
て
い

な
い
も
の
は
す
べ
て
が
凶
器
と
な
る
の
で
、固
定

観
念
を
な
く
し
て
対
策
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
た
、テ
ー
ブ
ル
の
下
に
避
難
す
る
こ
と
が
必

ず
安
全
な
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。固
定
観
念
を

す
て
て
安
全
な
場
所
を
探
す
こ
と
、訓
練
や
身
の

守
り
方
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
す
。強
い
メ
ン
タ

ル
を
作
る
に
は
知
識
を
得
て
知
ら
な
い
事
へ
の

恐
怖
を
な
く
し
、対
策
を
考
え
て
知
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

コ
ツ
コ
ツ
防
災

我
が
家
は
コ
ツ
コ
ツ
防
災
、一
度
に
お
金
を

か
け
る
こ
と
な
く
、毎
月
3
0
0
0
円
か
ら

5
0
0
0
円
と
決
め
て
、毎
月
少
し
ず
つ
防
災
対

策
を
実
施
し
て
み
ま
し
た
。全
て
を
固
定
す
る
ま

で
に
3
年
、飛
散
防
止
フ
ィ
ル
ム
に
2
年
、飛
び

出
し
防
止
に
2
年
と
現
在
も
続
い
て
い
ま
す
。コ

ツ
コ
ツ
防
災
を
す
る
こ
と
で
、継
続
す
る
こ
と
が

で
き
、日
々
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、本
棚
が
倒
れ
な
け
れ
ば
安
全
と
思

い
が
ち
で
す
が
、本
が
落
下
し
て
窒
息
死
し
て
し

ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。意
外
な
凶
器
と
な
る

の
で
す
。対
策
と
し
て
大
き
な
本
は
上
部
に
置
か

な
い
、扉
が
な
い
本
棚
は
、縁
に
2
m
m
以
上
の

滑
り
止
め
シ
ー
ト
を
は
る
こ
と
で
飛
び
出
し
を

防
げ
ま
す
。（
布
ガ
ム
テ
ー
プ
を
4
枚
重
ね
て
代

用
も
可
）

そ
し
て
、ガ
ラ
ス
や
銀
製
の
写
真
フ
レ
ー
ム
な

ど
も
落
ち
た
り
、割
れ
た
り
す
る
と
危
険
で
す
。

イ
ン
テ
リ
ア
を
楽
し
み
な
が
ら
も
、安
全
な
素
材

の
柔
ら
か
い
も
の
に
変
え
て
い
く
と
良
い
と
思

い
ま
す
。

ダ
ン
ゴ
ム
シ
の
ポ
ー
ズ

人
は
心
理
的
に
急
に
モ
ノ
が
動
い
た
時
に
抑

え
た
り
支
え
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。し
か

し
押
し
潰
さ
れ
る
と
危
険
で
す
。そ
こ
か
ら
逃
げ

き
れ
な
い
と
判
断
し
た
ら
、頭
を
下
に
し
て
保
護

し
、四
つ
ん
這
い
に
な
る
こ
と
で
す
。人
は
四
つ

ん
這
い
以
外
の
体
制
で
は
自
力
で
脱
出
が
難
し

く
な
り
ま
す
。い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
訓
練
し

て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。今
は
2
歳
か
ら
ダ
ン

ゴ
ム
シ
の
ポ
ー
ズ
を
教
え
て
い
ま
す
。

ま
た
ケ
ガ
を
し
た
時
に
備
え
て
、救
命
講
習

を
受
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

食
事
に
つ
い
て

避
難
所
で
は
食
中
毒
防
止
の
た
め
生
野
菜
や

カ
ッ
ト
フ
ル
ー
ツ
は
無
く
、揚
げ
物
中
心
の
お
弁

当
が
続
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。栄
養
の
偏
り
で
体

調
を
崩
す
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
1
ヶ
月
分
の
食
料
を
家
に
備
蓄
し
て
い

ま
す
が
、最
低
で
も
1
0
日
分
の
食
料
が
あ
る
と

良
い
で
す
。

食
料
の
食
べ
る
順
番
で
よ
く
あ
る
の
が
、大
抵

は
非
常
食
か
ら
食
べ
て
し
ま
い
、せ
っ
か
く
の

食
材
が
古
く
な
り
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま

う
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。正
解
は
「
冷
蔵
庫
の
も

の
」→
「
常
温
保
存
の
も
の
」→
「
非
常
食
」の

順
に
食
べ
て
い
く
こ
と
が
良
い
と
思
い
ま
す
。家

に
あ
る
食
材
で
火
や
水
を
使
わ
ず
に
食
べ
ら
れ

る
も
の
が
沢
山
あ
り
、1
日
で
食
べ
き
れ
な
い
肉

や
魚
は
塩
漬
け
や
味
噌
漬
け
な
ど
に
。残
っ
た
ら

鍋
料
理
な
ど
と
工
夫
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。鍋

料
理
は
く
だ
も
の
以
外
は
何
で
も
合
う
と
思
い

ま
す
。私
は
こ
う
い
っ
た
「
日
常
備
蓄
」を
勧
め

て
い
ま
す
。食
べ
た
ら
補
充
す
る
。常
に
一
定
量

を
備
蓄
す
る
。東
京
都
は
11
月
19
日
を
「
備
蓄
の

日
」と
し
て
日
常
備
蓄
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

日
頃
か
ら
の
実
践
的
な
訓
練

私
の
家
庭
で
は
、一
定
時
間
、水
、ガ
ス
、火
、

電
気
を
使
わ
ず
に
暮
ら
す
と
い
っ
た
実
践
的
な

訓
練
を
し
て
い
ま
す
。こ
う
い
っ
た
訓
練
の
な
か

で
、例
え
ば
、懐
中
電
灯
よ
り
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
が

役
に
立
つ
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。な
ぜ
か
と
い

う
と
作
業
す
る
と
き
に
両
手
が
使
え
な
い
の
は

何
か
と
不
便
な
の
で
す
。そ
う
い
っ
た
経
験
か
ら

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
が
よ
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

1
人
1
人
常
備
し
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
体
験
が
あ
る
と
心
構
え
が
で
き

て
、心
（
メ
ン
タ
ル
）が
鍛
え
ら
れ
ま
す
。そ
し

て
、非
常
時
に
は
大
切
な
人
や
モ
ノ
を
守
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。

さ
ら
に
は
専
門
的
な
知
識
を
求
め
て
防
災
セ

ン
タ
ー
を
活
用
し
た
り
、人
と
の
つ
な
が
り
を
求

め
て
地
域
の
防
災
訓
練
に
参
加
し
た
り
し
て
備

え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

知
ら
な
い
こ
と
で
被
害
に
遭
う
こ
と
に
な
い

よ
う
に
備
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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平
成
31
年	

公
益
社
団
法
人
荻
窪
法
人
会	

特
別
講
演
会

元
宮
崎
県
知
事
・
前
衆
議
院
議
員

東
国
原
英
夫 

講
演
会

ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に

［プロフィル］1957年（ 昭和32年 ） 宮崎県都城市（ みやこのじょうし）生まれ。宮崎県
立都城泉ヶ丘（ いずみがおか ）高等学校、早稲田大学政治経済学部等を経て、2007
年1月 第52代宮崎県知事に就任。就任後は、独自の感性と行動力で宮崎県勢の発展
に尽力し、常に地方の代表として全国に情報を発信し続け、数々の賞を受賞し、改革
派の知事として高い評価を得る。その後、国家構造、並びに統治システムの変革、地
方分権の推進等を図るため、宮崎県知事を1期にて退任し国政に進出。2013年12月
に衆議院議員を辞職し、現在はメディアや政治行政の場で幅広い活動を展開中。

平成31年2月21日（木）、元宮崎県
知事・前衆議院議員	東国原英夫
を講師にお迎えしての新春特別講
演会が、杉並公会堂	大ホールにて
開催されました。内容は芸人時代
から県知事まで多彩な経験をされ
ている東国原氏ならではの講演会
でした。誌面の都合により内容を
抜粋してご紹介します。
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講演の様子

スタッフの様子

懇親会の様子 小竹会長あいさつ 中山署長あいさつ 田中区長あいさつ 井口副会長あいさつ 真野委員長あいさつ 司会の成瀬委員

花束贈呈 会場の様子

ウ
ィ
ッ
ト
に
富
ん
だ
内
容
で

会
場
を
湧
か
せ
る

　
杉
並
公
会
堂
大
ホ
ー
ル
は
開
始
前
か
ら

熱
気
で
あ
ふ
れ
、
講
師
で
あ
る
東
国
原
氏

を
待
ち
望
ん
だ
、
ほ
ぼ
満
員
の
会
場
は

9
2
8
名
の
お
客
様
で
埋
め
尽
く
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　
小
竹
会
長
、
中
山
署
長
、
田
中
区
長
の

あ
い
さ
つ
で
始
ま
り
、
成
瀬
研
修
委
員
の

司
会
で
進
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
東
国
原
氏
が
登
場
す
る
と
大
き
な
拍
手

で
迎
え
ら
れ
講
演
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ

の
内
容
は
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
み
、
神
童
と
呼

ば
れ
た
小
年
時
代
か
ら
芸
人
に
な
っ
た
経

緯
、
ビ
ー
ト
た
け
し
さ
ん
の
運
転
手
時

代
、
政
治
家
を
目
指
し
宮
崎
県
知
事
、
衆

議
院
議
員
の
経
験
、
お
母
様
の
介
護
な
ど

お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
芸
人
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
ビ
ー

ト
た
け
し
さ
ん
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
テ

レ
ビ
な
ど
で
は
聞
け
な
い
「
運
転
手
と
し

て
初
め
て
の
ポ
ル
シ
ェ
の
運
転
」
な
ど

の
貴
重
な
話
。
知
事
時
代
の
「
失
敗
談
」

「
県
職
員
と
の
や
り
と
り
」。
ユ
ニ
ー
ク
な

お
母
様
の
介
護
中
の
心
温
ま
る
話
な
ど
、

ジ
ョ
ー
ク
を
交
え
会
場
は
爆
笑
の
渦
。

あ
っ
と
い
う
間
の
2
時
間
で
し
た
。

　
花
束
贈
呈
後
、
井
口
副
会
長
の
あ
い
さ

つ
、
真
野
研
修
委
員
長
に
よ
る
閉
会
の
あ

い
さ
つ
で
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

　



税制委員会より

　
政
府
は
、平
成
30
年
12
月
21
日
に
平
成
31
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　
法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
、中
小
企
業
に
対
す
る
軽
減
税
率
・
投
資
促
進
税
制
な
ど
は
2
年

間
延
長
さ
れ
、消
費
税
率
の
引
上
げ
に
対
し
て
は
、消
費
税
率
引
上
げ
後
の
需
要
減
に
配
慮
し

た
内
容
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
研
究
開
発
費
税
制
の
見
直
し
　

　
試
験
研
究
費
の
総
額
に
係
る

税
額
控
除
に
つ
い
て
、次
の
よ
う

に
税
額
控
除
率
を
見
直
し
、一
定

の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
控
除
税
額

の
上
限
は
当
期
の
法
人
税
の
25
％

か
ら
40
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

〈
増
減
試
験
研
究
費
割
合
8
%
超
〉

9・9
%
＋（
増
減
試
験
研
究
費
割

合

－

8
%
）×
0・3

〈
増
減
試
験
研
究
費
割
合
8
%
以

下
〉
9
・
9
%

－（
8
%

－

増
減
試
験

研
究
費
割
合
）×
0・1
7
5

　
そ
の
他
控
除
税
額
の
上
限
の
上

乗
せ
、中
小
企
業
技
術
基
盤
強
化

税
制
、特
別
試
験
研
究
費
の
額
に

係
る
税
額
控
除
制
度
な
ど
に
つ
い

て
も
、一部
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

■
中
堅
・
中
小
企
業
向
け
特
例

・
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
の
軽

減
税
率
の
特
例
は
、2
年
間
延

長
さ
れ
ま
す
。

・
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ

い
て
、2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

・
中
小
企
業
者
等
が
特
定
経
営
力

向
上
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合

の
特
別
償
却
又
は
税
額
控
除
制

度
は
、対
象
と
な
る
設
備
の
見

直
し
を
行
っ
た
上
で
、2
年
間
延

長
さ
れ
ま
す
。

・
特
定
中
小
企
業
者
等
が
経
営
改

善
設
備
を
取
得
し
た
場
合
の
特

別
償
却
又
は
税
額
控
除
制
度
は
、

認
定
支
援
機
関
の
確
認
を
受
け

る
こ
と
を
適
用
要
件
に
加
え
て
、

2
年
間
延
長
し
ま
す
。

・
地
域
経
済
け
ん
引
事
業
の
促
進

区
域
内
で
特
定
事
業
用
機
械
等

を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却

又
は
税
額
控
除
制
度
は
、2
年

間
延
長
し
ま
す
。

・
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小

企
業
者
で
、事
業
継
続
力
強
化

計
画
又
は
連
携
事
業
継
続
力
強

化
計
画
に
係
る
特
定
事
業
継
続

力
強
化
設
備
等
を
取
得
し
事
業

に
供
し
た
場
合
に
、２０
％
の
特
別

償
却
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

・
法
人
税
関
係
の
中
小
企
業
向
け

の
措
置
法
に
お
け
る
み
な
し
大

企
業
の
範
囲
に
つ
い
て
、見
直
し

が
行
わ
れ
ま
す
。

■
事
業
税
率
の
見
直
し

　
平
成
31
年
10
月
以
降
、事
業
税

の
税
率
を
引
き
下
げ
、特
別
法
人

事
業
税
を
創
設
し
ま
す
。資
本
金

1
億
円
以
下
の
普
通
法
人
年

8
0
0
万
円
超
の
所
得
に
対
し
、

事
業
税
7
％・
特
別
法
人
事
業
税

は
2
・
5
9
%（
改
正
前
は
事
業

税
9
%
）に
変
更
さ
れ
ま
す
が
、

全
体
の
税
負
担
と
し
て
は
大
き
な

影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
特
例
の
創
設

　
現
在
10
年
間
利
用
で
き
る
住
宅

ロ
ー
ン
減
税
が
、平
成
31
年
10
月

〜
平
成
32
年
12
月
ま
で
に
消
費
税

率
10
％
で
住
宅
を
取
得
し
た
場
合
、

11
〜
13
年
目
の
3
年
間
で
住
宅
価

格
の
２
％
相
当
の
税
額
控
除
を
受

け
ら
れ
る
特
例
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

平
成
31
年
10
月
以
降
、消
費
税
率

引
上
げ
分
を
、税
額
控
除
が
受
け

ら
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
老
人
ホ
ー
ム
に
入
っ
て
い
る
場
合

　
で
も
空
き
家
の
3
0
0
0
万
円
控

　
除
が
利
用
可
能

　
空
き
家
に
係
る
3
0
0
0
万

円
控
除
に
つ
い
て
、被
相
続
人
が

要
介
護
認
定
を
受
け
て
老
人
ホ
ー

ム
等
へ
入
所
し
て
い
た
場
合
な
ど

に
利
用
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
転
勤
な
ど
で
一
時
出
国
の
場
合
に

　
N
I
S
A
口
座
の
継
続

　
N
I
S
A
口
座
を
開
設
し
て

い
る
居
住
者
が
、転
勤
な
ど
で一
時

的
に
居
住
者
に
該
当
し
な
い
こ
と

に
な
る
場
合
で
も
、所
定
の
手
続

き
を
す
る
こ
と
で
最
大
5
年
間

N
I
S
A
口
座
に
つ
い
て
居
住
者

に
該
当
す
る
と
し
て
利
用
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

■
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
付
先
の
指
定
化

　
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
、募

集
が
適
正
で
あ
る
こ
と
、返
礼
割

合
が
3
割
以
下
で
返
礼
品
を
地

場
産
品
に
し
て
い
る
な
ど
の
ル
ー

ル
を
守
っ
て
い
る
自
治
体
を
総
務

大
臣
が
指
定
し
て
、指
定
を
受
け

た
自
治
体
へ
の
寄
付
金
の
み
が
、

ふ
る
さ
と
納
税
の
対
象
と
さ
れ
ま

す
。平
成
31
年
6
月
以
降
の
寄
付

か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
等
に
対
す
る
個

　
人
住
民
税
の
非
課
税
制
度

　
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
児
童
の
父
又
は
母
で
、

現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
ま
た

は
配
偶
者
の
生
死
が
不
明
の
場

合
に
、前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

1
3
5
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、住

民
税
が
非
課
税
と
さ
れ
ま
す
。平

成
33
年
度
以
後
の
住
民
税
か
ら

適
用
さ
れ
ま
す
。

■
個
人
事
業
者
に
対
す
る
事
業
承
継

　
税
制
の
創
設

　
経
営
承
継
円
滑
化
法
に
よ
る
認

定
を
受
け
た
相
続
人
が
平
成
31
年

か
ら
平
成
40
年
ま
で
の
間
に
、相

続
等
に
よ
り
特
定
事
業
用
資
産
を

取
得
し
事
業
を
継
続
す
る
場
合
は
、

特
定
事
業
用
資
産
に
対
応
す
る
相

続
税
に
つ
い
て
１０
割
の
納
税
猶
予

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
経
営
承
継
円
滑
化
法
に
よ
る
認

定
を
受
け
た
受
贈
者
が
、平
成
31

年
か
ら
平
成
40
年
ま
で
に
、贈
与

に
よ
り
特
定
事
業
用
資
産
を
取
得

し
、事
業
を
継
続
し
て
い
く
場
合

に
は
、贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
特

定
事
業
用
資
産
に
対
応
す
る
贈
与

税
に
つ
い
て
納
税
猶
予
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
事
業
用
小
規
模
宅
地
を
利
用
し
た

　
租
税
回
避
の
防
止

　
小
規
模
宅
地
の
特
例
に
つ
い
て
、

特
定
事
業
用
宅
地
等
の
範
囲
か

ら
、相
続
開
始
前
3
年
以
内
に
事

業
の
用
に
供
さ
れ
た
宅
地
等
が
除

外
さ
れ
ま
す
。平
成
31
年
4
月
以

後
の
相
続
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、同
日
前
か
ら
事
業
の
用

に
供
さ
れ
て
い
る
宅
地
等
に
つ
い

て
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。こ
れ
は
、

特
定
事
業
用
宅
地
が
８
割
引
き

の
評
価
を
受
け
る
こ
と
を
利
用
し

た
租
税
回
避
を
防
止
す
る
た
め

で
す
。そ
の
た
め
、当
該
宅
地
の

上
で
事
業
に
要
さ
れ
て
い
る
減
価

償
却
資
産
の
価
額
が
宅
地
の
価

額
の
15
％
以
上
で
あ
る
場
合
は
、

規
制
の
対
象
と
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
■
教
育
資
金
贈
与
に
関
す
る
改
正

　
教
育
資
金
に
つ
い
て
、次
の
改

正
を
し
て
2
年
間
延
長
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

①
平
成
31
年
4
月
以
降
の
贈
与

に
つ
い
て
は
、受
贈
者
の
贈
与

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

1
0
0
0
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
受
贈
者
が
23
歳
に
達
し
た
以

降
は
、教
育
資
金
の
範
囲
か
ら
、

教
育
に
関
す
る
役
務
提
供
の

対
価
、ス
ポ
ー
ツ・文
化
芸
術
に

関
す
る
活
動
等
に
係
る
指
導

の
対
価
、こ
れ
ら
の
役
務
提
供

又
は
指
導
に
係
る
物
品
の
購

入
費
及
び
施
設
利
用
料
が
除

外
さ
れ
ま
す
。

③
贈
与
者
が
、死
亡
の
前
3
年
以

内
に
教
育
資
金
贈
与
を
し
た

場
合
で
、受
贈
者
が
23
歳
未
満

で
あ
る
場
合
な
ど
一
定
の
場
合

に
該
当
し
な
い
場
合
は
、相
続

又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
も

の
と
み
な
し
、相
続
税
の
計
算

に
組
み
込
ま
れ
ま
す
。ま
た
、

従
来
は
30
歳
で
打
ち
切
り
で
し

た
が
、受
贈
者
が
学
校
等
に
在

学
し
て
い
る
場
合
な
ど
は
40
歳

ま
で
教
育
資
金
管
理
契
約
が

延
長
さ
れ
ま
す
。

■
結
婚
・
子
育
て
資
金
贈
与
に
関
す

　
る
改
正

　
平
成
31
年
4
月
以
降
の
贈
与
に

つ
い
て
は
、受
贈
者
の
贈
与
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
1
0
0
0
万
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、適
用
が
な

く
な
り
ま
す
。本
制
度
は
2
年
間

延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

■
事
業
承
継
税
制
の
改
正

　
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
資

産
保
有
型
会
社
・
資
産
運
用
型
会

社
に
該
当
し
た
場
合
に
、そ
の
該

当
し
た
日
か
ら
6
月
以
内
に
解

消
で
き
れ
ば
納
税
猶
予
を
継
続

で
き
ま
す
。

■
輸
出
物
品
販
売
場
に
つ
い
て
の
見

　
直
し
　

　
輸
出
物
品
販
売
場
の
許
可
を

受
け
て
い
る
事
業
者
が
、7
月
内

の
期
間
を
定
め
た
臨
時
販
売
場
を

設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
、前
日

ま
で
に
届
出
を
す
る
こ
と
で
、臨

時
販
売
場
が
輸
出
物
品
販
売
場

と
み
な
さ
れ
ま
す
。平
成
31
年
7

月
1
日
以
後
に
行
わ
れ
る
課
税
資

産
の
譲
渡
等
か
ら
適
用
さ
れ
、手

続
委
託
型
輸
出
物
品
販
売
場
許

可
申
請
書
に
、委
託
先
の
承
認
通

知
書
の
写
し
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

■
金
地
金
等
の
密
輸
に
対
す
る
改
正

　
密
輸
品
と
知
り
な
が
ら
行
っ
た

課
税
入
れ
に
つ
い
て
、仕
入
れ
税

額
控
除
制
度
の
適
用
が
認
め
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。平
成
31
年
4

月
1
日
以
後
の
課
税
仕
入
れ
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
金
又
は
白
金
の
地
金
の
課
税

仕
入
れ
に
つ
い
て
、本
人
確
認
書

類
の
写
し
の
保
存
を
、仕
入
税
額

控
除
の
要
件
と
し
ま
す
。平
成
31

年
10
月
1
日
以
降
の
課
税
仕
入

れ
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
消
費
税
率
引
上
げ
に
合
わ
せ
た

　
自
動
車
に
関
す
る
税
率
の
整
備

・
平
成
31
年
10
月
か
ら
平
成
32
年

9
月
ま
で
取
得
し
た
自
家
用
乗

用
車
の
環
境
性
能
割
は
、税
率

が
１
％
軽
減
さ
れ
ま
す
。

・
自
家
用
自
動
車
に
係
る
種
別
割

は
、平
成
31
年
10
月
以
後
に
新

車
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の
に

つ
い
て
、引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

■
民
法
に
お
け
る
成
年
年
齢
引
き
下

　
げ
へ
の
影
響
　

　
民
法
改
正
に
お
い
て
、税
法
上

の
未
成
年
を
20
歳
未
満
か
ら
18

歳
未
満
に
引
き
下
げ
ま
す
。民
法

に
合
わ
せ
て
平
成
34
年
4
月
1

日
以
後
の
判
定
で
利
用
さ
れ
ま

す
。相
続
税
の
未
成
年
控
除
、未

成
年
の
N
I
S
A
口
座
、住
民
税

の
非
課
税
な
ど
の
取
扱
い
に
影

響
し
ま
す
。

法
人
税
関
係

所
得
税・住
民
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

消
費
税
関
係

そ
の
他

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｓ
Ｋ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-offi

ce.jp/

中
小
企
業
に
対
す
る
軽
減
税
率
・

　
　
投
資
促
進
税
制
が
2
年
間
延
長
！

平
成
31
年
度 

税
制
改
正
大
綱
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政
府
は
、平
成
30
年
12
月
21
日
に
平
成
31
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　
法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
、中
小
企
業
に
対
す
る
軽
減
税
率
・
投
資
促
進
税
制
な
ど
は
2
年

間
延
長
さ
れ
、消
費
税
率
の
引
上
げ
に
対
し
て
は
、消
費
税
率
引
上
げ
後
の
需
要
減
に
配
慮
し

た
内
容
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
研
究
開
発
費
税
制
の
見
直
し
　

　
試
験
研
究
費
の
総
額
に
係
る

税
額
控
除
に
つ
い
て
、次
の
よ
う

に
税
額
控
除
率
を
見
直
し
、一
定

の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
控
除
税
額

の
上
限
は
当
期
の
法
人
税
の
25
％

か
ら
40
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

〈
増
減
試
験
研
究
費
割
合
8
%
超
〉

9・9
%
＋（
増
減
試
験
研
究
費
割

合

－

8
%
）×
0・3

〈
増
減
試
験
研
究
費
割
合
8
%
以

下
〉
9
・
9
%

－（
8
%

－

増
減
試
験

研
究
費
割
合
）×
0・1
7
5

　
そ
の
他
控
除
税
額
の
上
限
の
上

乗
せ
、中
小
企
業
技
術
基
盤
強
化

税
制
、特
別
試
験
研
究
費
の
額
に

係
る
税
額
控
除
制
度
な
ど
に
つ
い

て
も
、一部
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

■
中
堅
・
中
小
企
業
向
け
特
例

・
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
の
軽

減
税
率
の
特
例
は
、2
年
間
延

長
さ
れ
ま
す
。

・
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ

い
て
、2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

・
中
小
企
業
者
等
が
特
定
経
営
力

向
上
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合

の
特
別
償
却
又
は
税
額
控
除
制

度
は
、対
象
と
な
る
設
備
の
見

直
し
を
行
っ
た
上
で
、2
年
間
延

長
さ
れ
ま
す
。

・
特
定
中
小
企
業
者
等
が
経
営
改

善
設
備
を
取
得
し
た
場
合
の
特

別
償
却
又
は
税
額
控
除
制
度
は
、

認
定
支
援
機
関
の
確
認
を
受
け

る
こ
と
を
適
用
要
件
に
加
え
て
、

2
年
間
延
長
し
ま
す
。

・
地
域
経
済
け
ん
引
事
業
の
促
進

区
域
内
で
特
定
事
業
用
機
械
等

を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却

又
は
税
額
控
除
制
度
は
、2
年

間
延
長
し
ま
す
。

・
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小

企
業
者
で
、事
業
継
続
力
強
化

計
画
又
は
連
携
事
業
継
続
力
強

化
計
画
に
係
る
特
定
事
業
継
続

力
強
化
設
備
等
を
取
得
し
事
業

に
供
し
た
場
合
に
、２０
％
の
特
別

償
却
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

・
法
人
税
関
係
の
中
小
企
業
向
け

の
措
置
法
に
お
け
る
み
な
し
大

企
業
の
範
囲
に
つ
い
て
、見
直
し

が
行
わ
れ
ま
す
。

■
事
業
税
率
の
見
直
し

　
平
成
31
年
10
月
以
降
、事
業
税

の
税
率
を
引
き
下
げ
、特
別
法
人

事
業
税
を
創
設
し
ま
す
。資
本
金

1
億
円
以
下
の
普
通
法
人
年

8
0
0
万
円
超
の
所
得
に
対
し
、

事
業
税
7
％・
特
別
法
人
事
業
税

は
2
・
5
9
%（
改
正
前
は
事
業

税
9
%
）に
変
更
さ
れ
ま
す
が
、

全
体
の
税
負
担
と
し
て
は
大
き
な

影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
特
例
の
創
設

　
現
在
10
年
間
利
用
で
き
る
住
宅

ロ
ー
ン
減
税
が
、平
成
31
年
10
月

〜
平
成
32
年
12
月
ま
で
に
消
費
税

率
10
％
で
住
宅
を
取
得
し
た
場
合
、

11
〜
13
年
目
の
3
年
間
で
住
宅
価

格
の
２
％
相
当
の
税
額
控
除
を
受

け
ら
れ
る
特
例
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

平
成
31
年
10
月
以
降
、消
費
税
率

引
上
げ
分
を
、税
額
控
除
が
受
け

ら
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
老
人
ホ
ー
ム
に
入
っ
て
い
る
場
合

　
で
も
空
き
家
の
3
0
0
0
万
円
控

　
除
が
利
用
可
能

　
空
き
家
に
係
る
3
0
0
0
万

円
控
除
に
つ
い
て
、被
相
続
人
が

要
介
護
認
定
を
受
け
て
老
人
ホ
ー

ム
等
へ
入
所
し
て
い
た
場
合
な
ど

に
利
用
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
転
勤
な
ど
で
一
時
出
国
の
場
合
に

　
N
I
S
A
口
座
の
継
続

　
N
I
S
A
口
座
を
開
設
し
て

い
る
居
住
者
が
、転
勤
な
ど
で一
時

的
に
居
住
者
に
該
当
し
な
い
こ
と

に
な
る
場
合
で
も
、所
定
の
手
続

き
を
す
る
こ
と
で
最
大
5
年
間

N
I
S
A
口
座
に
つ
い
て
居
住
者

に
該
当
す
る
と
し
て
利
用
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

■
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
付
先
の
指
定
化

　
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
、募

集
が
適
正
で
あ
る
こ
と
、返
礼
割

合
が
3
割
以
下
で
返
礼
品
を
地

場
産
品
に
し
て
い
る
な
ど
の
ル
ー

ル
を
守
っ
て
い
る
自
治
体
を
総
務

大
臣
が
指
定
し
て
、指
定
を
受
け

た
自
治
体
へ
の
寄
付
金
の
み
が
、

ふ
る
さ
と
納
税
の
対
象
と
さ
れ
ま

す
。平
成
31
年
6
月
以
降
の
寄
付

か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
等
に
対
す
る
個

　
人
住
民
税
の
非
課
税
制
度

　
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
児
童
の
父
又
は
母
で
、

現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
ま
た

は
配
偶
者
の
生
死
が
不
明
の
場

合
に
、前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

1
3
5
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、住

民
税
が
非
課
税
と
さ
れ
ま
す
。平

成
33
年
度
以
後
の
住
民
税
か
ら

適
用
さ
れ
ま
す
。

■
個
人
事
業
者
に
対
す
る
事
業
承
継

　
税
制
の
創
設

　
経
営
承
継
円
滑
化
法
に
よ
る
認

定
を
受
け
た
相
続
人
が
平
成
31
年

か
ら
平
成
40
年
ま
で
の
間
に
、相

続
等
に
よ
り
特
定
事
業
用
資
産
を

取
得
し
事
業
を
継
続
す
る
場
合
は
、

特
定
事
業
用
資
産
に
対
応
す
る
相

続
税
に
つ
い
て
１０
割
の
納
税
猶
予

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
経
営
承
継
円
滑
化
法
に
よ
る
認

定
を
受
け
た
受
贈
者
が
、平
成
31

年
か
ら
平
成
40
年
ま
で
に
、贈
与

に
よ
り
特
定
事
業
用
資
産
を
取
得

し
、事
業
を
継
続
し
て
い
く
場
合

に
は
、贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
特

定
事
業
用
資
産
に
対
応
す
る
贈
与

税
に
つ
い
て
納
税
猶
予
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
事
業
用
小
規
模
宅
地
を
利
用
し
た

　
租
税
回
避
の
防
止

　
小
規
模
宅
地
の
特
例
に
つ
い
て
、

特
定
事
業
用
宅
地
等
の
範
囲
か

ら
、相
続
開
始
前
3
年
以
内
に
事

業
の
用
に
供
さ
れ
た
宅
地
等
が
除

外
さ
れ
ま
す
。平
成
31
年
4
月
以

後
の
相
続
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、同
日
前
か
ら
事
業
の
用

に
供
さ
れ
て
い
る
宅
地
等
に
つ
い

て
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。こ
れ
は
、

特
定
事
業
用
宅
地
が
８
割
引
き

の
評
価
を
受
け
る
こ
と
を
利
用
し

た
租
税
回
避
を
防
止
す
る
た
め

で
す
。そ
の
た
め
、当
該
宅
地
の

上
で
事
業
に
要
さ
れ
て
い
る
減
価

償
却
資
産
の
価
額
が
宅
地
の
価

額
の
15
％
以
上
で
あ
る
場
合
は
、

規
制
の
対
象
と
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
■
教
育
資
金
贈
与
に
関
す
る
改
正

　
教
育
資
金
に
つ
い
て
、次
の
改

正
を
し
て
2
年
間
延
長
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

①
平
成
31
年
4
月
以
降
の
贈
与

に
つ
い
て
は
、受
贈
者
の
贈
与

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

1
0
0
0
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
受
贈
者
が
23
歳
に
達
し
た
以

降
は
、教
育
資
金
の
範
囲
か
ら
、

教
育
に
関
す
る
役
務
提
供
の

対
価
、ス
ポ
ー
ツ・文
化
芸
術
に

関
す
る
活
動
等
に
係
る
指
導

の
対
価
、こ
れ
ら
の
役
務
提
供

又
は
指
導
に
係
る
物
品
の
購

入
費
及
び
施
設
利
用
料
が
除

外
さ
れ
ま
す
。

③
贈
与
者
が
、死
亡
の
前
3
年
以

内
に
教
育
資
金
贈
与
を
し
た

場
合
で
、受
贈
者
が
23
歳
未
満

で
あ
る
場
合
な
ど
一
定
の
場
合

に
該
当
し
な
い
場
合
は
、相
続

又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
も

の
と
み
な
し
、相
続
税
の
計
算

に
組
み
込
ま
れ
ま
す
。ま
た
、

従
来
は
30
歳
で
打
ち
切
り
で
し

た
が
、受
贈
者
が
学
校
等
に
在

学
し
て
い
る
場
合
な
ど
は
40
歳

ま
で
教
育
資
金
管
理
契
約
が

延
長
さ
れ
ま
す
。

■
結
婚
・
子
育
て
資
金
贈
与
に
関
す

　
る
改
正

　
平
成
31
年
4
月
以
降
の
贈
与
に

つ
い
て
は
、受
贈
者
の
贈
与
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
1
0
0
0
万
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、適
用
が
な

く
な
り
ま
す
。本
制
度
は
2
年
間

延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

■
事
業
承
継
税
制
の
改
正

　
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
資

産
保
有
型
会
社
・
資
産
運
用
型
会

社
に
該
当
し
た
場
合
に
、そ
の
該

当
し
た
日
か
ら
6
月
以
内
に
解

消
で
き
れ
ば
納
税
猶
予
を
継
続

で
き
ま
す
。

■
輸
出
物
品
販
売
場
に
つ
い
て
の
見

　
直
し
　

　
輸
出
物
品
販
売
場
の
許
可
を

受
け
て
い
る
事
業
者
が
、7
月
内

の
期
間
を
定
め
た
臨
時
販
売
場
を

設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
、前
日

ま
で
に
届
出
を
す
る
こ
と
で
、臨

時
販
売
場
が
輸
出
物
品
販
売
場

と
み
な
さ
れ
ま
す
。平
成
31
年
7

月
1
日
以
後
に
行
わ
れ
る
課
税
資

産
の
譲
渡
等
か
ら
適
用
さ
れ
、手

続
委
託
型
輸
出
物
品
販
売
場
許

可
申
請
書
に
、委
託
先
の
承
認
通

知
書
の
写
し
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

■
金
地
金
等
の
密
輸
に
対
す
る
改
正

　
密
輸
品
と
知
り
な
が
ら
行
っ
た

課
税
入
れ
に
つ
い
て
、仕
入
れ
税

額
控
除
制
度
の
適
用
が
認
め
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。平
成
31
年
4

月
1
日
以
後
の
課
税
仕
入
れ
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
金
又
は
白
金
の
地
金
の
課
税

仕
入
れ
に
つ
い
て
、本
人
確
認
書

類
の
写
し
の
保
存
を
、仕
入
税
額

控
除
の
要
件
と
し
ま
す
。平
成
31

年
10
月
1
日
以
降
の
課
税
仕
入

れ
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
消
費
税
率
引
上
げ
に
合
わ
せ
た

　
自
動
車
に
関
す
る
税
率
の
整
備

・
平
成
31
年
10
月
か
ら
平
成
32
年

9
月
ま
で
取
得
し
た
自
家
用
乗

用
車
の
環
境
性
能
割
は
、税
率

が
１
％
軽
減
さ
れ
ま
す
。

・
自
家
用
自
動
車
に
係
る
種
別
割

は
、平
成
31
年
10
月
以
後
に
新

車
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の
に

つ
い
て
、引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

■
民
法
に
お
け
る
成
年
年
齢
引
き
下

　
げ
へ
の
影
響
　

　
民
法
改
正
に
お
い
て
、税
法
上

の
未
成
年
を
20
歳
未
満
か
ら
18

歳
未
満
に
引
き
下
げ
ま
す
。民
法

に
合
わ
せ
て
平
成
34
年
4
月
1

日
以
後
の
判
定
で
利
用
さ
れ
ま

す
。相
続
税
の
未
成
年
控
除
、未

成
年
の
N
I
S
A
口
座
、住
民
税

の
非
課
税
な
ど
の
取
扱
い
に
影

響
し
ま
す
。

法
人
税
関
係

所
得
税・住
民
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

消
費
税
関
係

そ
の
他

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｓ
Ｋ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-offi

ce.jp/

中
小
企
業
に
対
す
る
軽
減
税
率
・

　
　
投
資
促
進
税
制
が
2
年
間
延
長
！

平
成
31
年
度 

税
制
改
正
大
綱
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平成 31年2 月13日（水）、西新宿にあるハイアットリージェンシー東京（「センチュリールーム」）にて
開催されました「平成 31年　税制セミナー」に参加してきました。
今回は、この様子をご紹介します。

平 成 31年 税 制 セミナ ー 参 加 のご 報 告
税制委員 小林誉光（税理士）

租税等に関連する各種の講演会や勉強会の開催をはじめ、政府、国会に対する要望活動等、会員のための活動を行っています。特に、毎
年行われる税制改正要望に関するアンケート調査とその取りまとめについて検討会を開催し、荻窪法人会の会員企業の皆さまの要望を実
現できるように努めております。税制改正要望について、ご意見・ご要望がありましたら、税制委員会までご連絡をいただきたいと思います。

税制委員会とは

〈 第一講座 〉 午後1時10分～2時40分
「平成31年度税制改正について」
【講師】 財務省大臣官房審議官

平成31年の税制改正案について、日本の財政の現状をふまえな
がら、解説していただきました。主なものとして、「中小企業者等
の法人税率の特例の延長」「個人事業者の事業承継税制の創設」、

「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」などです。
（税制改正の詳しい内容は、別のページをご覧ください）
また、今回の講演では、「平成31年度税制改正」だけでなく、

今年10月に予定されている「消費税の引き上げに伴う対応」や「消
費税増収に伴う使途」についても、詳しい説明がありました。

〈 第二講座 〉 午後3時～4時30分
「日本の財政再建と税制改革について」
【講師】中央大学大学院法務研究科
特任教授 森信 茂樹 氏
日本の財政の現状分析を踏まえたうえで、各国の税制比較から、
日本の税制改正の方向性について、お話しいただきました。

「中小企業の声を税制に反映するため税制委員会は活動しています」
荻窪法人会の税制委員会は、みなさんの税制改正に関するご意
見・ご要望を募集しています。税制員会では、「毎年の税制改正の
アンケート」を通して、それらのご意見等をとりまとめ、全国法人
会総連合へ要望し、全国法人会総連合では、各法人会からの税
制改正要望をとりまとめ、「税制改正要望大会（全国大会）」を通し
て、国や地方へ改正要望をおこなっています。今回の税制改正も、
私たちの声が反映されたものがいくつかありました。
税制委員会では、中小企業経営者の皆様のひとりひとり声を、税
制改正要望として国に届けられるように今後も活動してまいります。

参加者の皆さん

セミナーの様子
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税 務 コ ー ナ ー

平成 31（2019）年度国税庁経験者（国税調査官級）募集

P r i d e  o f  t h e  S p e c i a l i s t
〜 公 平 な 世 の 中 を 創 る 、志 〜

適正・公平な課税の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

人事院では、30歳以上の社会人経験者を対象とした「国税庁経験者採用試験　　（国税
調査官級）」を実施しています。
試験の概要については下記のとおりです。
なお、採用後は、税務大学校において約3か月の研修を受けた後、各国税局（国税事務所）
管内の税務署に配属され、国税調査官又は国税徴収官に任用されます。
興味のある方は、東京国税局総務部人事第二課試験係までお気軽にお問合せください。

記

◇	試験概要　平成31（2019）年度の試験概要については、平成31年7月頃に官報公告
及び国税庁ホームページへ掲載となる予定です。

◇	問合せ先　東京国税局総務部人事第二課試験係（℡	03 -3542-2111	内線2163）

【参考：平成30年度の実施状況】
◇	最終合格者数（全国）：249名
◇	受験資格　平成30年4月1日において、大学等（短期大学を除く。）を卒業した日
	 又は大学院の課程等を修了した日のうち最も古い日から起算して8年を経過した者
◇	試験日程
⑴	受験申込受付期間　8月中旬
⑵	試験実施期間　　　9月から12月まで
⑶	最終合格発表　　　12月下旬

※平成31年5月1日以降の元号については、便宜上、「平成」と表記しています。
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税 務 コ ー ナ ー

都税事務所からのお知らせ

平成31年4月1日（月）以降の郵送請求は
「都税証明郵送受付センター」宛にお願いします。
〒112－8787  東京都文京区春日1－16－21 都税証明郵送受付センター

　 詳しくは、 「 都 税 証明 郵 送 」で 検 索

詳しくは、 「都 税　Web口座振替申込受 付サービス 」で検索

東京都では、郵送による都税の証明書等の発行業務を「都税証明郵送受付センター」で集中して行うこととなりました。
平成３１年４月１日以降、都税の証明書等を郵送にてご申請される場合は、上記の宛先にお送りください。

平成31年（2019年）4月1日から「Web口座振替申込受付サービス」を開始しました。パソコンやスマートフォン
から東京都主税局の専用Webサイト（http://www.tax.metro.tokyo.jp/common/web_kouzafurikae.html）
にアクセスし、画面に従って必要事項を入力するだけでお手続きいただけます。

＜口座振替をご利用いただける都税＞
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)	※　　固定資産税(償却資産）※　　個人事業税
※２３区内に所在する資産が対象です。なお、随時課税分については口座振替のご利用はできません。

＜申込の際の主なご注意点＞
●振替を希望する月の10日までにお申し込みください。

（納期限が月の第一開庁日の場合は、前月の10日まで）
●法人名義や事業用の口座など、ご利用できない口座があります。
●対象金融機関や利用可能時間等、その他のご注意点は専用Webサイトをご確認ください。

4/1より利用できます

　＜申込みの流れ＞

➡ ➡ ➡預金通帳（キャッシュカード）、
納税通知書等を準備！

専用Ｗｅｂサイトに
アクセス！

画面の指示に従い
入力・確認！ 手続き完了！

◇お届けまでに概ね１週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

申請に必要なもの
① 申請書（法人の場合、代表者印（商業登記法第 20条に規定する法務局等に提出した印（実印））を押印）
② 手数料と同額の定額小為替（定額小為替はゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取扱い）
③ 返信用封筒（あて先を記入、郵便切手を貼ったもの）
④ その他（都税事務所届出住所以外への送付や本人以外の請求の場合などは確認書類が必要）

～ 郵 送 に て 都 税 の 証 明 書 等 を 請 求 さ れ る 皆 様 へ～

都税「Web口座振替申込受付サービス」がスタートします。
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ブロック・委員会・部会からの報告

女性部会

平成30年度　女性部会　新年会 女性部会　副部会長　江島利江

“明るく楽しい”女性部会です！

平成最後の（ 今年度の決まり文句ですが…）女性部会新年会を東中野  west53rd日本閣にて開催いたしました。
会員の皆様ご周知のとおり、昨年11月に女性部会部会長の織茂育代氏が逝去されとても寂しい気持ちで新年を迎えましたが、生前、女

性部会の活動では“明るく楽しいこと”をと常々仰っていた織茂部会長の思いを汲み、自粛ムードの意見もありましたが例年通りの内容で
催しました。前半、小竹良夫会長の講話では「新年雑感」というテーマで織茂部会長の思い出話を中心にお話しいただき、ここ荻窪の地
でそして荻窪法人会を通して公私共に長年に渡る交流のあった小竹会長だからこそ語っていただけた織茂部会長のお人柄に改めて触れるこ
とができ、女性部会員の皆は感慨深く拝聴させていただきました。後半からの懇親会は、井口一与副会長の乾杯に始まり、美味しい食事
と歓談を楽しみながら新会員紹介・ビンゴゲーム・カラオケと終始和やかな雰囲気の中で新年会は進行し、閉会前の女性部会ならではの
恒例合唱コーナーでは「手のひらを太陽に」を出席者全員で声高らかに歌い、女部会員の親睦を深めた新年会でした。

女性部会では、新部会員を募集いたしております。荻窪法人会会員の経営者はもちろん役員・従業員の方でも女性ならどなたでも入部し
ていただけます。女性部会で持てるパワーとスキルを発揮して活かしてみませんか。法人会会員のご担当者様、貴社ご推薦の方がいらっし
ゃいましたらどうぞご紹介ください。女性部会についての詳しいお問い合わせは、荻窪法人会事務局まで、よろしくお願いいたします。

記念撮影

新年会の様子
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厚生事業委員会

日帰りバス研修会 第3ブロック　厚生事業委員　白石弘典

今年度最後の事業

　平成31年3月7日（ 木 ）厚生事業委員会の日帰りバ
ス研修会が開催されました。早朝7時30分に杉並公会
堂を出発。子どもを含む43名が参加されました。行程は
ヤクルト富士裾野工場（ 見学）⇒駿河郷土料理『なすび
総本店』（ 昼食 ）⇒御殿場プレミアムアウトレット（ 自由
行動 ）という盛沢山のスケジュール。空はあいにくの雨模
様、天候の回復を祈りつつバスは最初の目的地『ヤクル
ト富士裾野工場』へ。小一時間の見学と「お土産選び」
を楽しみました。その後、清水港近くの「なすび総本店」
にて天然地魚の富士山盛りに舌鼓を打ちました。続いて
向かったのは、御殿場のプレミアムアウトレット。天候が
回復しない中、限られた時間ではありましたが、各々買
い物を楽しんだ様子。集合から解散まで、終始雨模様で
したが、それが逆に思い出に残るバス研修になったので
はないでしょうか。来年度も参加者の皆さまにとって有
意義な研修会となるよう企画をしていきます。

記念撮影

研修会の様子

ブロック・委員会・部会からの報告

源泉部会

社会保険労務に関する研修会（2月研修会） 源泉部会

「労働基準監督署の臨検対応とユニオン対応～労働時間管理が厳しくなる世の中で～」

平成31年2月13日（ 水 ）荻窪法人会2階会議室において、源泉部会主催
の「社会保険労務に関する研修会」が開催されました。

今回も昨年度に引き続き、源泉部会における会員増強の意図もあり、全
会員様宛にご案内をしたところ、25名の申し込みがありました。源泉部会
員以外の方からも多くのご出席がありました。講師としてNTS総合社会保
険労務士法人所長 市川博昭様に「労働基準監督署の臨検対応とユニオ
ン対応～労働時間管理が厳しくなる世の中で～」についてご講義いただき
ました。ご質問なども多くお寄せいただき、皆様熱心に受講されていました。

研修会の様子
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青年部会

新年会賀詞交歓会 書記委員長　正野寛樹

青年部会らしい活気ある賀詞交歓会

ブロック・委員会・部会からの報告

平成31年1月29日（ 火 ）、えん酌において青年部会の新
年会が開催されました。

小張部会長の挨拶に続いて、小笠原歴代部会長の乾杯
の声高らかに始まりました。豪華景品が当たる毎年恒例の
経済クイズの答え合わせも行われ、たいへん盛り上がりまし
た。

柴田荻窪法人会副会長のご挨拶では、青年部会の設立
当初の目的や、これまでの歴史についてもお話しいただき、
平成最後の青年部会の新年会らしく、おおいに盛り上がり、
大変活気のあるものとなりました。部会員どうし、厚く親交
を深められる素晴らしい機会となりました。

記念撮影 研修会の様子

第 2 3支部

第23支部新年会 第23支部

和気あいあいと和やかな雰囲気

平成31年2月20日（ 水 ）「とん吉」において、第23支部
新年会を開催しました。総勢11名で行われた新年会では、
ベトナムより留学されている学生も交わり、和気あいあいと
和やかな雰囲気となりました。途中、私たちの席の後ろに
お座りになった団体が杉並区の方たちで、写真撮影の際に
は田中区長様も交わり、ハプニングと笑いのある楽しい新
年会となりました。

新年会の様子
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支部

支部合同  荻窪まち歩きイベント 第15支部長　長田  茂

「荻窪まち歩き」に参加して

平成 31年  新春特別講演会

平成31年  新春特別講演会「日記に学ぶ」

講師：石川酒造株式会社 代表取締役社長 石川彌八郎

新春講演会・新年賀詞交歓会が、平
成31年1月15日（ 火 ）、杉並公会堂小ホ
ールで開催され、石川酒造株式会社  代
表取締役社長の石川彌八郎を講師にお
迎えして新春講演会が行われました。

皆さんは、小説家「太宰治」さんが長く荻窪に住んでいたことは、
ご存知のことと思います。でも、荻窪で5回も転居していたこと、何
故荻窪周辺ばかりを選んでいたのか、はご存じでしょうか？　こんな
ことを教えてくれるのが、「杉並ガイドの会」のガイドさんです。

去る3月9日（ 土 ）第3ブロックの第11支部から15支部は、合同で荻
窪まち歩きの会を開催しました。これは、一般社団法人すぎなみ文化
協会が提唱する「荻窪の魅力スポットを巡る8の字ルート」を、杉並ま
ち歩きガイド養成講座を受講終了した市民ガイドの方に説明を受けな
がら歩くというもので、杉並公会堂前を朝10時に出発し、途中昼ご
飯を挟んで午後4時過ぎまで、荻窪駅の南北に渡り、40か所の名所
旧跡その他歴史上の著名人の住居跡などを、総勢21名で廻りました。

ガイドさんは、「ここが大田黒公園です」とか「荻外荘です」「井伏
鱒二の旧家です」などと単に指し示すだけでなく、そこにいた人物の
人となりや行動などを、興味深いエピソードなどとともに説明してくれ
ます。

たとえば最初にご紹介した質問の説明は以下の通り。太宰治は経
済観 念がなく、お金を渡してもすぐ使ってしまうため、出身地青森で
銀行頭取や県知事などをしていた兄（ 津島文治 ）はこれを案じ、太宰
に金を送金せず井伏鱒二に託したそうです。そのため太宰は井伏鱒
二邸から遠くに住むことが出来なかったとのことです。

他にも面白かったのは、これも太宰と井伏に関することですが、青
梅街道の裏側で、太宰が2回目の住処にしたところの近くにまるや質
店がある（ 現在は少しずれているそうです）のですが、ここで太宰と井
伏の奥さんが良くかち合ったというエピソードに、黙って聞いていた参
加者の国保さんが、昼食の時に、先ほどのまるや質店の経営者です
と自己紹介したのには皆驚いていました。

他にも数えきれないほどの面白いエピソードがありましたが、是非
次回は参加して直接お話を聞かれることをお勧めします。

ブロック・委員会・部会からの報告

参加者で記念撮影
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総務委員会

小竹良夫会長　財務大臣表彰受彰祝賀会

総勢160名以上が参加する素晴らしい会となりました

　平成31年2月27日（ 水 ）ハイアットリージェンシー東京「桃山」において、「小竹良夫会長　財務大臣表彰受彰祝賀会」が開催
されました。荻窪法人会の理事・幹事の方々を中心に、衆議院議員、参議院議員、荻窪税務署、杉並区長、都議会議員、全法連、
東法連、法人会単位会や各団体の方々を含め総勢160名以上が参加されました。志村副会長の開会挨拶で始まり、柴田副会長によ
る発起人代表挨拶、御祝辞は荻窪税務署長中山様、杉並区長田中様、全法連専務理事松崎様より賜りました。五十嵐相談役より
乾杯のご発声をいただき、和やかな雰囲気の中、小竹会長の財務大臣表彰受彰をお祝いしました。途中、宇田川顧問や東京杉並ロ
ータリークラブ会長古屋様より御祝辞を賜り、その後オペラ歌手の方たちによる余興が行われ、大変盛況な中、最後に井口副会長よ
り閉会のご挨拶をいただき、閉会となりました。

受彰祝賀会の様子

ブロック・委員会・部会からの報告
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